
 

保存版 

大津市立打出中学校 

 

 

非常変災時など緊迫事態における非常措置について 

                       

１．気象における対応 

１ 滋賀県全域･滋賀県南部に「大雨、暴風、大雪等に関する特別警報」及び「暴風

警報」が発令されたとき 

(1) 午前７時において「特別警報」及び「暴風警報」発令の場合は、臨時休業とし

ます。 

  ※途中で、警報が解除になっても、その日は臨時休校となります。 

  (2) 生徒の登校後「特別警報」及び「暴風警報」発令の場合は、通学距離、下校時

間、通学路の諸状況等を勘案の上、下校等適切な指示をします。（メール配信で

お知らせします。） 

 (3)「暴風警報解除後」の措置 

  午前７時までに、暴風警報が解除された場合は、平常に授業を行います。 

  ただし、地域や通学路等の状況から災害等の危険が予想される場合は、必要に

応じて始業時刻の繰下げ又は臨時休業の指示をします。（メール配信でお知らせ

します。） 

     

２．地震における対応 

 前日の生徒の下校完了時刻から当日午前７時までの間（前日が土日祝日の場合は該

当の時刻）の地震発生により、大津市において震度５弱以上を観測した場合、その日

は臨時休業とします。ただし、当日の登校や学校での活動の安全が確保できる場合

は、平常授業とします。 

 



３．武力攻撃事態等における対応 

 前日の生徒の下校完了時刻から当日の午前７時までの間（前日が土日祝日の場合

は該当の時刻）に、大津市国民保護計画による武力攻撃事態等による警報の伝達が、

大津市から市民に対してあった場合、その日は臨時休業とします。ただし、当日の登

校や学校での活動が確保できる場合は、平常授業とします。 

 

４．熱中症予防 

 （１）「暑さ指数（WBGT）」が３１度以上の場合は、空調設備のある場所で活動しま

す。 

（２）空調設備のない場所において、「暑さ指数（WBGT）」が２８度以上３１度未満

の場合は、健康観察やこまめな水分補給を行い、激しい運動や体温が上昇しや

すい活動は避けるようにします。 

 ＊「暑さ指数」については、環境省が発表する予測値や観測値を参考にしながら、

暑さ指数計による実測値で判断します。 

＊ご家庭でも、十分な水分の用意や、睡眠や朝食摂取等お子様の健康管理に努め

ていただきたき、熱中症予防にご留意くださいますようお願いいたします。 

 

５．その他 

・午後からの休校措置となった場合などで、自宅が留守で、鍵がかかって入れな

いなどの状況で困らないよう、非常の場合はどうするのかという事をご家庭で

確認しておいてください。 

・土日や祝日の部活動や体験入学等も同様の対応をします。 


